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提 出 予 定 議 案 

 

条 例 案   ２件  

一 般 議 案   １件  

補 正 予 算 案   １件  

   計       ４件  

 

議  案  目  次  

 条 例 案 

 50 小牧市市税条例の一部を改正する条例の制定について‥‥‥‥‥‥･1 

 51 小牧市国民健康保険税条例の一部を改正する条例の制定につ    

  いて‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥･1 

 一 般 議 案 

 52 パワーハラスメントによる損害賠償請求に係る和解及び損害    

  賠償の額の決定について‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥･1 

 補 正 予 算 案 

 53 令和３年度小牧市一般会計補正予算（第１６号）‥‥‥‥‥‥‥‥･2 
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条 例 案 

（議案第５０号） 

 

   小牧市市税条例の一部を改正する条例の制定について 

 

１  商業地等に係る固定資産税及び都市計画税の令和４年度の課税標準額

を、令和３年度の課税標準額に令和４年度の課税標準となるべき価格に

１００分の２.５（現行１００分の５）を乗じて得た額を加算した額とす

る。 

２  その他所要の規定の整備を行う。 

３  この条例は、令和４年４月１日から施行する。 

 

（議案第５１号） 

 

   小牧市国民健康保険税条例の一部を改正する条例の制定につ    

   いて  

 

１  基礎課税額に係る課税限度額を６５万円（現行６３万円）に、後期高 

齢者支援金等課税額に係る課税限度額を２０万円（現行１９万円）に引  

き上げる。  

２  この条例は、令和４年４月１日から施行する。 

 

一 般 議 案 

（議案第５２号） 

 

   パワーハラスメントによる損害賠償請求に係る和解及び損害    

   賠償の額の決定について    

 

１  相手方の住所氏名 

  ※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※ 

   ※※※※※※※ 

２  損害賠償の額 

  ９８２ ,７０４円  
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３  事案の概要 

  相手方は、学校（小牧市教育委員会の所管に属する小学校及び中学校 

をいう。以下同じ。）の教員である。 

  平成３０年１月２５日午後５時３０分頃、相手方が勤務する学校の職

員室において同校の教員が、スクールソーシャルワーカーから同校の生

徒に関する電話連絡を受けた際、相手方から当該電話連絡に係る事前報

告がなかったことについて、相手方に対し、大声で「報告」と言い、身  

振りで校長室に入るよう指示し、その後、校長室において、当時妊娠し  

ていた相手方に対し、妊娠していることを知らないまま、「なんで報告  

がなかったんだ。おかしいだろ。」、「恥をかいた。」等と怒鳴り、強  

い口調で詰問したことにより、相手方はその場で心身の不調を呈した。 

  同年２月１日、相手方は、胎児に影響が及ぶのではないかとの不安か 

らメンタルクリニックを受診し、同校の校長と相談の上、同年１月２９  

日から同年３月３１日までの間休暇を取得し、加療した。 

 

補 正 予 算 案 

（議案第５３号） 

 

   令和３年度小牧市一般会計補正予算（第１６号） 

 

 補正予算の内容 

  歳  入                       （単  位  千円） 

補正前の額 補 正 額 計 事  業  等  の  概  要  

66,060,004 983 66,060,987 財政調整基金繰入金 983 

 

  歳  出                       （単  位  千円） 

補正前の額 補 正 額 計 事  業  等  の  概  要  

66,060,004 983 66,060,987 賠償金（教育指導一般事業） 983 

 

 

 

 


